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市
の
下
水
道
事
業
は
、
将
来
の

経
営
見
通
し
と
安
定
経
営
に
必
要

な
取
り
組
み
を
『
下
水
道
事
業
経

営
戦
略
』
と
し
て
ま
と
め
、
広
報

の
ぼ
り
べ
つ
１
月
号
で
は
、
使
用

料
の
改
定
案
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を

参
考
に
方
針
を
決
定
し
て
い
く
た

め
、
昨
年
12
月
に
『
下
水
道
事
業

運
営
審
議
会
』
を
開
催
し
、
登
別

連
合
町
内
会
、
登
別
消
費
者
協
会

な
ど
の
市
内
各
団
体
や
有
識
者
で

あ
る
、
日
本
工
学
院
北
海
道
専
門

学
校
の
先
生
や
公
認
会
計
士
の
方

に
出
席
し
て
も
ら
い
、
話
し
合
い

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
審
議
に
先
立
ち
、
下
水
道
事
業

の
経
営
見
通
し
や
使
用
料
改
定
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
、

市
が
現
時
点
で
考
え
る
改
定
内
容

に
つ
い
て
説
明
し
、
使
用
料
改
定

の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
審
議
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

　
審
議
会
で
は
、
引
き
続
き
使
用

料
改
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
審
議

を
行
い
、
平
成
29
年
２
月
を
め
ど

に
、
取
り
ま
と
め
た
意
見
を
市
に

提
出
す
る
予
定
で
す
。

　
３
月
以
降
も
、
広
報
の
ぼ
り
べ

つ
で
審
議
会
の
開
催
結
果
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
下
水
道
Ｇ

�

（
☎
�
９
０
５
２
）

　
皆
さ
ん
が
市
長
と
自
由
に
話
し
合

え
る
機
会
を
広
げ
る
た
め
、
『
市
長

日�

時
　
２
月
16
日
㈭
13
時
30
分
～
16

時
30
分

場
所
　
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

内�

容
　
履
歴
書
・
職
務
経
歴
書
作
成
、

個
人
面
談
な
ど

定
員
　
20
人
（
申
し
込
み
順
）

申�

し
込
み
　
２
月
13
日
㈪
ま
で
に
登

別
職
業
訓
練
協
会

�

（
☎
�
１
４
５
０
）

室
フ
リ
ー
タ
イ
ム
』
を
開
催
し
ま
す
。

　
ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
つ
い
て
、
市

長
と
直
接
会
っ
て
話
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

日�

時
　
２
月
22
日
㈬
９
時
30
分
～
17

時
（
１
人
・
組
に
つ
き
30
分
程
度
）

場�

所
　
市
役
所
２
階
市
長
応
接
室
、

鷲
別
公
民
館
、
婦
人
セ
ン
タ
ー
、

登
別
温
泉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※�

苦
情
や
要
望
、
提
案
、
個
人
的
な

問
題
の
相
談
な
ど
を
目
的
と
し
た

申
し
込
み
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

※�

申
し
込
み
の
と
き
に
、
参
加
者
全

員
の
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
、

話
し
た
い
内
容
を
必
ず
お
伝
え
く

だ
さ
い
。

※�

当
日
は
、
報
道
関
係
者
が
取
材
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申�

し
込
み
　
２
月
７
日
㈫
ま
で
に
企

画
調
整
Ｇ
（
☎
�
６
５
８
６
）

　
市
内
で
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
を

指
導
し
て
い
る
団
体
や
個
人
、
会
員

を
募
集
し
て
い
る
団
体
の
情
報
を
ま

と
め
た
『
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク
』

を
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
登
録
申
請
も
随
時
、
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

設�

置
施
設
　
市
役
所
、
各
支
所
、
市

民
会
館
、
市
民
プ
ー
ル
、
市
立
図

書
館
、
市
立
図
書
館
ア
ー
ニ
ス
分

館
、
各
青
少
年
会
館
、
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
、
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、

若
草
つ
ど
い
セ
ン
タ
ー
、
総
合
体

育
館

※�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
教
育
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
２
９
）

市
長
室
フ
リ
ー
タ
イ
ム

就
職
セ
ミ
ナ
ー

生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク

を
ご
活
用
く
だ
さ
い

下水道使用料の改定について
～下水道事業運営審議会を開催しました～

審議会での主なＱ＆
アンド

Ａ

　景気低迷が長引く中、水道料金
の値上げと重ならないよう考えた
ほか、市民生活への影響に配慮な
どをした結果、約20年間、使用料
を据え置いてきました。

　約20年の間に、下水道管建設の
ための借金返済や施設維持費の高
まりなどにより、厳しい経営状況
が続きましたが、市からの補助や
国の制度に基づく借金の借換えな
どで、やり繰りしてきました。
　しかし、そのやり繰りも限界に
近づき、使用料改定を行わざるを
得ないと考えました。

　市の人口は、平成40年度までの
12年間に、約５千人減少すると見
込んでいます。人口減少は下水道
利用者の減少に直結することから、
これも使用料改定が必要となった
一因と考えています。

　平成10年度を最後に、約20年間、
使用料の改定が行われなかったの
はなぜですか？

　使用料改定が行われなかった約
20年間、下水道事業の経営は大丈
夫だったのですか？

　使用料改定を行わなければなら
ない背景には、人口減少も影響し
ているのですか？
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